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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年６月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成３０年６月１８日 ０３時３４分ごろ 

発生場所 香川県小豆島
しょうどしま

町水木桟橋南端 

 西村四等三角点から真方位１５９°９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.１′ 東経１３４°１６.６′） 

事故の概要 漁船第七宝徳
ほうとく

丸は、東北東進中、桟橋に衝突した。 

第七宝徳丸は、船長が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、また、桟橋

は、手摺
すり

の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七宝徳丸、１.１トン 

ＫＡ３－３０２２０（漁船登録番号）、個人所有 

６.７１ｍ（Lr）×２.０９ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数２０、昭和６１年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年４月９日 

  免許証交付日 平成２８年４月１１日 

         （令和４年４月９日まで有効） 

甲板員 男性 ５２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１１年９月２８日 

  免許証交付日 平成２６年７月７日 

         （令和元年９月２７日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部船底外板に圧壊、機関固定用マウント等の破損 

桟橋 手摺に曲損、コンクリート基部に欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０４時５０分ごろ 
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 事故の経過 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、小豆島町鬼ヶ
お に が

崎西方沖の

漁場（以下「本件漁場」という。）に仕掛けた刺し網を揚網する目的

で、平成３０年６月１８日０３時３０分ごろ同町竹生
た こ う

漁港を出港し

た。 

本船は、船長が、後部甲板のエンジンカバーに腰を掛けて操船に当

たり、甲板員が、前部甲板で船尾方向を向いて座り、約１２ノットの

対地速力で東北東進中、０３時３４分ごろ船首部が水木桟橋南端に衝

突して乗り上げた。 

船長は、衝撃で、前部甲板上に投げ出されて胸を打ち、また、甲板

員が腰を打った。 

甲板員は、本事故後、本船の操船に当たり、自力で航行して竹生漁

港に帰港し、０８時３０分ごろ造船所に本船を移動させた後、海上保

安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長は、本事故後、胸の痛みが続いたので、２０日に病院で診察を

受けて右外傷性血胸と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の乗船状況 参照） 

 その他の事項 本船は、ふだん、夜間に竹生漁港から本件漁場の間を航行する際、

船長が、水木桟橋南端に設置された照明１基（自動点灯式２０Ｗ型蛍

光灯、以下「本件照明」という。）を針路目標とし、同桟橋南端から

南方沖に約１０ｍ離して通過していた。 

船長は、本事故当時、本件照明が点灯しておらず、水木桟橋南端を

視認できなかったが、これまでの航行経験により、同桟橋付近の民家

の明かりからの距離を頼りに操船すれば、ふだんどおりに同桟橋南方

沖を安全に通過できると思っていた。 

香川県小豆総合事務所によれば、水木桟橋は、香川県により、観光

渡船の発着場所として平成７年に築造されて以降、夜間に発着する観

光渡船の利用客の安全を目的として、本件照明が設置されていた。 

本件照明は、香川県小豆総合事務所の職員により、毎月２回の見回

りの際、または、水木桟橋周辺の地元住民から本件照明が点灯してい

ない旨の連絡を受けた場合、その都度、点検整備が行われていたもの

の、本事故当時、点灯していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件照明が消灯していて水木桟橋が視認できない状況下、

竹生漁港東方沖を東北東進中、船長が、同桟橋付近の民家の明かりか

らの距離を頼りに航行したことから、同桟橋南端に向首していること

に気付かず、同桟橋南端に衝突したものと考えられる。 

 船長は、これまでの航行経験により、水木桟橋付近の民家の明かり
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の見え具合を確認していれば、ふだんどおりに同桟橋の南方沖を安全

に通過できると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件照明が消灯していて水木桟橋が視認

できない状況下、竹生漁港東方沖を東北東進中、船長が、同桟橋付近

の民家の明かりからの距離を頼りに航行したため、同桟橋南端に向首

していることに気付かず、同桟橋南端に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、あらかじめ、夜間等に船位が確認できる顕著な針路目標

を調査して航行すること。 

 

 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船の乗船状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長 

甲板員 


